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平成２３年度業務実績評価調書：住宅金融支援機構 
 

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定） 
 

 
項 目 評定結果 評定理由 意見 

中期計画 平成 23 年度計画    

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措

置 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためとるべき措置  

 

 

 

 

１．組織運営の効率化 

独立行政法人として設立する

趣旨を踏まえ、機構の機能と責任

を明確にするとともに、意思決定

の迅速化を図り、生産性の高い効

率的な業務運営が行われるよう、

継続的に事務や組織のあり方に

ついて点検を行い、機動的に見直

しを実施する。 

１．組織運営の効率化 

市場動向や国民ニーズ、証券化

支援業務の普及状況等を踏まえ

つつ、業務の一層の効率化の観点

から、支店の機能を含めた組織の

在り方について、業務の集約等機

動的に見直しを実施する。 

また、一般個人向け直接融資か

らの撤退に伴い、既往債権管理事

務が縮小されることに対応し、関

係部局を縮小するとともに、証券

化支援業務を主要業務とした組

織の重点化を行う。 

Ｓ 

・ 東日本大震災への対応として、震

災発生当日に本店及び東北支店に

対応本部を設置し、震災に関する情

報共有や対応を組織横断的に一元

管理する態勢としたほか、拡充後の

災害復興住宅融資等が利用される

よう、地方公共団体と連携した現地

説明、相談及び受付体制の迅速な整

備等を実施した。また、融資相談業

務、融資審査業務及び返済相談など

に適切に対応できる態勢を整備す

るため人員の追加配置を機動的に

行った。加えて、東北支店において

管理体制の強化のため債権管理グ

ループを増設したほか、防災集団移

転促進事業や福島特措法への対応

に関して、地方公共団体等との連携

を強化していくために平成 24 年

２月に専門相談チームを発足の上、

同年４月に東北復興支援室を新設

した。 
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・ 業務効率化の観点から、支店債権 

回収業務の一部（サービサー委託後

の管理業務）及び支店会計業務の本

店集約を実施し、また、電話相談業

務の外部委託をさらに進めた。 

２．一般管理費等の低減 

（１） 一般管理費（退職手当を除

く人件費を含む。）について

は、業務運営全体の効率化、

計画的な人員管理を図るこ

とにより、平成 18 年度の住

宅金融公庫の一般管理費（機

構が権利及び義務を承継し

た財団法人公庫住宅融資保

証協会（以下「保証協会」と

いう。）に係る一般管理費を

含む。）に比べ、中期目標期

間の最終年度までに 15％以

上削減する。 

 

（２） 事務関係費については、民

間機関における取組の状況

を踏まえ、その縮減を徹底す

る。特に、専門性を有する外

部機関の能力を活用した方

が効率的と考えられる債権

管理回収業務について、外部

の有識者の知見を活用する

等透明性の高い方法により

債権回収会社を選定し、その

委託を積極的に進めるなど、

業務の効率化及び組織体制

の合理化を推進する。 

２．一般管理費等の低減 

（１） 一般管理費（退職手当を除

く人件費を含む。）について

は、独立行政法人移行を機に

行う効率化を含め、業務運営

全体の効率化、計画的な人員

管理を図ることにより、中期

目標の達成に向け削減する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 事務関係費については、民

間機関における取組の状況

を踏まえ、その縮減を徹底す

る。 

① 業務の効率化を図るため、個

人向けの住宅ローン債権のう

ち全額繰上償還請求を行った

ものについて、管理回収業務を

債権回収会社に委託する。 

② 事務手続の外部機関への委

託を行い、業務の効率化及び体 

制の合理化を推進する。 

S 

 

・ 役員俸給や管理職手当の引下げ、

計画的な人員管理により人件費を

削減したほか、競争性の高い入札方

式の採用、調達予定案件の事前チェ

ック体制の構築等による物件費の

削減により、一般管理費全体として

は、平成 18 年度と比べて▲37 億

円（▲22.6％）とし、中期目標に

掲げる目標値（▲15％）を大きく

上回った。 

 

 

 

 

・ 平成 23 年度においても、引き続

き、債権回収会社への業務委託や旅

費事務手続の外部機関への委託に

より、業務運営の効率化を推進して

いる。 

① 全額繰上償還請求を行った債

権を債権回収会社に委託した。 

② 旅費事務手続について外部機

関へ委託した。 
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（３） 証券化支援業務に係る経費

率（事務関係費、債券発行関

係費等の合計額の買い取っ

た住宅ローン等の年間平均

買取債権等残高に対する割

合をいう。）について、中期

目標期間の最終年度におい

て 0.30％以下とするように

努める。 

 

 

（４） 直接融資業務（既往債権管

理勘定の既融資を除く。）に

係る経費率（事務関係費、債

券発行関係費等の合計額の

融資した住宅ローンの年間

平均貸出債権残高に対する

割合をいう。）について、中

期目標期間の最終年度にお

いて 0.35％以下とするよう

に努める。 

（３） 証券化支援業務に係る経費

率（事務関係費、債券発行関

係費等の合計額の買い取っ

た住宅ローン等の年間平均

買取債権等残高に対する割

合をいう。）について、今年

度において 0.30％以下とす

ることを目指して取り組む。 

 

 

 

（４） 直接融資業務(既住債権管理

勘定の既融資を除く。)に係る

経費率（事務関係費、債券発

行関係費等の合計額の融資

した住宅ローンの年間平均

貸出債権残高に対する割合

をいう。）について、今年度

において 0.35％以下とする

ことを目指して取り組む。 

A 

・ 経費率の削減に向け、業務運営全

体の効率化、一般管理費やシステム

コストの削減、証券会社との折衝等

を通じた債券発行コストの削減等、

経費の削減に取り組んだ。 

 

・  証 券 化 支 援 業 務 の 経 費 率 は

0.23％となり、中期計画に掲げる

目標値である0.30％以下を達成し

た。 

 

・ 直接融資業務の経費率は 0.30％

となり、中期計画に掲げる目標値で

ある 0.35％以下を達成した。 

 

３．業務・システム最適化 

（１） 「独立行政法人等の業務・

システム最適化実現方策」

（平成 17 年６月 29 日各府

省情報化統括責任者（ＣＩ

Ｏ）連絡会議決定）に基づき、

業務・システムに係る監査及

び刷新可能性調査を実施す

るとともに、業務・システム

に関する最適化計画(以下「最

適化計画」という。)を策定し、

実施する。 

 

 

３．業務・システム最適化 

（１） 業務・システム最適化計画

（平成 19 年度策定）を着実

に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

・ 業務・システム最適化計画に基づ

き、システム投資を行う場合は、投

資効果について事前・事後の検証を

行うなどＩＴガバナンスの強化を

行っている。 
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（２） 業務・システムに係る監査

及び刷新可能性調査を通じ、

システム構成及び調達方式

の抜本的な見直しを行うと

ともに、徹底した業務改革を

断行し、システムコスト削

減、システム調達における透

明性の確保及び業務運営の

合理化を実現する。 

 

（３） 最適化計画については、業

務運営の効率化・合理化に係

る効果・目標を数値により明

らかにし、外部の専門的知見

を有する者の意見も踏まえ、

原則として平成 19 年度末ま

で の で き る 限 り 早 期 に 策

定・公表する。 

 

（４） 職員のＩＴリテラシー向

上、内部人材のレベルアップ

を図るため、研修等を実施す

る。 

（２） システム調達について、競

争性の高い調達方式の採用

等を行うとともに、システム

コスト削減、システム調達に

おける透明性の確保及び業

務運営の合理化を実現する。 

また、業務・システム最適

化計画に基づいて運用を開始

したインターネット一般管理

申請システムの効果について

測定及び検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 内部人材のレベルアップを

図るため、ＩＴリテラシー向

上に資する外部の専門的知

見を有する者を活用して、職

場内研修（ＯＪＴ）等を実施

する。 

・ すべてのシステムメンテナンスに

ついて競争性の高い一般競争入札

により調達を行うなどコストの適

正化に努め、基幹システム（総合オ

ンラインシステム、本支店オンライ

ンシステム）のシステムコスト合計

は 68.1 億円となり、平成 22 年度

（73.9 億円）から 5.8 億円、平成

18 年度比 59.5 億円（削減率▲

46.6％）を削減した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 内部人材のレベルアップを図るた

め、外部の専門的知見を有する者と

の職場内研修等を行っている。 

４．入札及び契約の適正化 

（１） 国における公共調達の適正

化に向けた取組（「公共調達

の適正化について」（平成 18

年 8 月 25 日付け財計第

2017 号。財務大臣から各省

各庁の長あて。））等を踏ま

え、入札及び契約手続の適正

化を推進する。 

 

４．入札及び契約の適正化 

（１） 契約監視委員会における審

議等を踏まえて策定する随

意契約等見直し計画（平成

22 年６月策定）に基づき、

入札及び契約の適正化を着

実に実施する。 

 

 

 

Ａ 

 

・ 新たに締結する契約については、

業務の性質上、真にやむを得ない場

合を除き、全て一般競争入札等の競

争性のある契約に移行した。 

 

・ 競争性のない随意契約の総額は

19.1億円（3.8％：契約全体499.2

億円に占める割合）となり、平成

22 年度の 21.0 億円（4.6％：契

 

 

 

 

 

 

 競争性のない随意契約につ

いては、件数・金額とも随意契

約等見直し計画に掲げる目標

を達成しており、業務の性質上
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（２） 随意契約の基準を定め、ホ

ームページ上で公表する。ま

た、国の基準も参照しつつ、

一定額以上の随意契約につ

いてホームページ上で公表

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 随意契約の基準をホームペ

ージ上で公表する。また、国

の基準も参照しつつ、一定額

以上の契約についてホーム

ページ上で公表する。 

 

 

約全体 460.3 億円に占める割合）

から 1.9 億円の減少となったとと

もに、随意契約等見直し計画の目標

（５％）も下回った。この競争性の

ない契約については、業務の性質上

やむを得ないものに限られている

と認められる。 

 

・ 一般競争入札における一者応札率

は、17.8％（241 件のうち 43 件）

（平成 22 年度は 18.2％（220

件のうち 40 件））となり、件数は

増加したが、割合は減少した。平成

23 年度は東日本大震災の発生に

起因し、一者応札が発生している案

件が５件あり、この契約を除くと、

一者応札は 38 件、一者応札率は

16.1％となり、平成 22 年度実績

件数より減少することとなる。ま

た、一者応札改善の徹底を図るた

め、過去の入札において一者応札と

なり、契約監視委員会において審議

した調達案件については、契約監視

委員会で決定した一者応札改善策

が実際に入札参加要件等に反映さ

れているかを、入札公告前に個別案

件ごとに確認した。 

 

・ 随意契約の基準、国と同一基準に

よる一定額以上の契約情報につい

ては、機構ホームページで公表し

た。 

やむを得ないものに限られて

いると認められる。 

 引き続き、契約監視委員会に

よる随意契約等の点検・見直し

を行い、随意契約等見直し計画

を着実に実施する必要がある。 
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５．業務の点検 

機構の経営管理の体制を整備

し、四半期毎に年度計画について

の内部点検を実施する。また、そ

の結果を踏まえ業務運営等の改

善を図る。 

５．業務の点検 

機構の業務の適正を確保する

ため、内部統制基本方針に基づき

対応する。また、四半期毎に年度

計画についての内部点検を実施

した上で、経営層へ報告し、その

結果を踏まえ業務運営等の改善

を図る。 

A 

・ 内部統制基本方針に規定する取組   

体制の整備状況（コンプライアンス

委員会の設置、顧客説明管理者の設

置、各種規定の制定等）の点検を踏

まえ、当該取組体制において、内部

統制基本方針に沿った取組がＰＤ

ＣＡサイクルに基づき、業務改善等

に向けて実施されているか否かの

点検を行った。また、点検の結果及

び職員不祥事等を踏まえ、内部統制

基本方針の見直しを行った。 

 

・ 年度計画等の達成のために策定し

たアクションプランについて、四半

期毎に実施状況の点検を行い、必要

に応じて業務運営等の改善を図っ

た。 

 

・ 機構職員が収賄罪で逮捕されたこ

とを踏まえ、当該事案の原因の究明

及び再発防止策の策定を目的とし

て、外部有識者３名の委員を含む職

員不祥事再発防止検討委員会を設

置し、検討を行った（４回）。職員

不祥事再発防止検討委員会から提

言を受け平成 23 年 7 月 19 日に

決定した再発防止策（コンプライア

ンスの徹底、営業行動管理、人事管

理、情報管理）及び職員の処分につ

いては、同日に記者会見を行って対

外公表し、機構を挙げて再発防止策

に取り組んでいる。その後、再発防

止策の実施状況の点検及びその後

の取組の検討のため、平成 24 年２

月９日に再度委員会を開催し、予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年５月に機構職員が

収賄罪で逮捕されたことを踏

まえ、職員不祥事再発防止委員

会を設置し、再発防止の取組を

進めているが、今後も再発防止

のためのコンプライアンスの

取組について、点検・検証を行

い、必要に応じて、随時、取組

方策の見直しを行うべきであ

る。 



 

7 

 

していた全ての再発防止策が実施

済み又は実施中であることが確認

された。 

６．積極的な情報公開 

業務運営の透明性を確保する

ため、機構の業務等を紹介するデ

ィスクロージャー誌及びホーム

ページの内容の充実を図ること

等により、住宅ローン利用者を含

めた国民に対して業務の内容や

財務諸表等の経営状況に関する

情報の公開を積極的に推進する。 

６. 積極的な情報公開 

業務運営の透明性を確保する

ため、機構の業務内容や財務内容

等を紹介するディスクロージャ

ー誌については、日本語版のみな

らず、海外の機関投資家等を対象

とした英語版も作成するととも

に、勘定ごとの財務情報の解説等

ホームページの内容の充実を図

ること等により、住宅ローン利用

者を含めた国民に対して業務の

内容や財務諸表等の経営状況に

関する情報の公開を積極的に推

進する。 

A 

・ 平成 22 年度に引き続き、機構の

業務内容や財務内容等を紹介する

ディスクロージャー誌について日

本語版に加え、英語版を作成し、機

構の業務内容、財務内容のほか、東

日本大震災の復興支援への取組等

を掲載するなど記載内容の充実を

行っている。 

 

・ 機構ホームページへの掲載内容の

追加、記者発表の実施により情報公

開を推進した。 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべ

き措置 

Ⅱ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべ

き措置 

 

  

１．証券化支援業務 

（１）総論 

① 適切な融資審査の実行及び

職業、性別、地域等による画一

的融資選別の防止を図るため、

証券化支援業務への金融機関

の参入に当たり協定書を締結

するとともに、金融機関ごとに

融資条件の把握や融資審査の

モニタリングを行う。 

 

 

 

 

１．証券化支援業務 

（１）総論 

① 適切な融資審査の実行及び

職業、性別、地域等による画一

的融資選別の防止を図るため、

証券化支援業務への金融機関

の参入に当たり協定書を締結

するとともに、金融機関ごとに

融資条件の把握や融資審査の

モニタリングを行う。その結

果、当該協定書や事務処理マニ

ュアルの規定に違反する場合

は、是正のために必要な措置を

講ずるよう求める。 

A 

 

 

・ 金融機関（40 機関）を訪問し、

融資審査体制や融資審査の内容に

ついてヒアリング等を行い、画一的

融資選別等が行われていないこと

を確認した。また、テレビＣＭの実

施、パンフレット等の配布により、

フラット３５を積極的に周知した。 
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② 住宅ローン債権の買取り又

は特定債務保証（独立行政法人

住宅金融支援機構法（平成 17

年法律第 82 号）第 13 条第１

項第２号に規定する特定債務

保証をいう。以下同じ。）の基

準等を定めるに当たっては、住

宅の質の確保・向上に配慮す

る。 

 

③ 優良住宅取得支援制度の普

及と積極的な利用を図るため、

消費者等への十分な周知を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、画一的な融資選別がな

く、また、将来における金利変

動リスクのない長期・固定金利

の住宅ローンについて、積極的

な周知活動を行う。 

 

② 住宅ローン債権の買取り又

は特定債務保証（独立行政法人

住宅金融支援機構法（平成 17

年法律第 82 号）第 13 条第１

項第２号に規定する特定債務

保証をいう。以下同じ。）に関

し、技術基準に基づく適切な工

事審査の実施を確保する。 

 

 

③ 優良住宅取得支援制度の概

要及び手続については、金融機

関、住宅展示場及び適合証明機

関等への協力依頼及び各種媒

体を通じた総合的な広報活動

を行う。     

また、優良住宅取得支援制度

の技術基準解説等について、施

工マニュアル及びパンフレッ

トを活用し、説明会の開催等に

よる中小工務店等への技術支

援を行うとともに、ホームペー

ジを活用してパンフレットの

内容の周知を行う。 

また、「明日の安心と成長の

ための緊急経済対策」に伴う制

度拡充内容の周知を行い、良質

な住宅ストックの形成を促進

する。 

 

 

 

 

 

 

・ 適合証明検査機関（69 機関）及

び適合証明技術者（42 名）に対し

て、適合証明業務の処理状況等に関

する立入調査等を実施した。なお、

処理状況に問題のあった検査機関

等については、業務停止等の処分を

行った。 

 

 

 

・ 優良住宅取得支援制度について、

金融機関、住宅展示場、住宅事業者

等を通じたパンフレット等の配布、

テレビＣＭ等の総合的な広報活動

を行うとともに、技術基準等の説明

会等を通じて、中小工務店への技術

支援を行った。また、経済対策を通

じて、優良住宅取得支援制度の利用

率が大幅に向上した（平成 21 年

度：49.7％→平成 22 年度：

88.6 ％ → 平 成 23 年 度 ：  

94.4％）。 
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④ 住宅性能表示制度等との連

携を通じ、住宅ローン利用者の

負担を軽減しつつ業務運営の

効率化を図る。 

 

 

 

⑤ 証券化支援業務の円滑な実

施やその対象となる住宅ロー

ンの商品性の向上を図るため、

住宅ローン利用者の属性・ニー

ズ、民間金融機関の動向等、国

内外の住宅・金融市場に関する

調査研究を行う。 

④ 住宅ローン利用者等が住宅

性能表示制度を利用した場合

における工事審査の合理化に

ついて、検査機関の窓口でのチ

ラシの配布等により周知を図

る。 

 

⑤ 証券化支援業務の円滑な実

施やその対象となる住宅ロー

ンの商品性の向上を図るため、

フラット３５利用者調査、住宅

ローンに関する顧客アンケー

ト調査、民間住宅ローン調査等

の調査研究を行い、業務運営の

基礎資料を得るとともに、住

宅・金融市場に関するデータを

収集する。 

また、米国を中心に海外の住

宅ローン市場や商品に関する

情報収集を行う。 

・ 工事審査の合理化に関する措置に

ついて、検査機関の窓口でチラシを

配布するとともに、フラット３５物

件検査の手引きを作成し、機構ホー

ムページへの掲載により周知した。 

 

 

・ 金融機関業態別住宅ローンの調

査、フラット３５の利用者調査など

の各種調査を行い、フラット３５の

業務運営上の基礎資料とした。ま

た、上記の各種調査のほか、欧米を

中心とした海外の住宅ローン市場

の調査、フラット３５の経済効果等

についてもホームページに公表し

ており、調査結果へのアクセス件数

は平成 21 年度：57.3 万件→平成

22 年度：82.7 万件→平成 23 年

度：86.5 万件と増加した。 

（２）買取型の証券化支援業務 

金融機関による相対的に低利

な長期・固定金利の住宅ローンの

安定的な供給を支援するため、金

融機関に対する住宅ローン債権

の買取りに係る提示金利が可能

な限り低くなるよう、次に掲げる

取組を推進することにより、業務

に必要な資金の調達コストの低

減、業務運営の効率化等に努め

る。 

① ＭＢＳを信用補完するため

に超過担保として充当してい

た既往の住宅ローン債権が枯

渇することに対応し、新たな信

（２） 買取型の証券化支援業務 

金融機関による相対的に低利

な長期・固定金利の住宅ローンの

安定的な供給を支援するため、金

融機関に対する住宅ローン債権

の買取りに係る提示金利が可能

な限り低くなるよう、次に掲げる

取組を推進することにより、業務

に必要な資金の調達コストの低

減、業務運営の効率化等に努め

る。 

① 投資家に対する丁寧な広報

活動を実施すること及び投資

家の需要を十分に把握した上

で柔軟な起債運営を行うこと

A 

・ ＩＲ活動（国内：229 社、海外：

19 社）、投資家向けセミナーへの

参加など丁寧な広報活動を実施し

た。 

 

・ 東日本大震災の影響で、一時、投

資家需要の減退が顕著となり、月次

ＭＢＳの対国債スプレッドが拡大

（平成 23 年３月：68bp）したが、

震災後の裏付資産の状況や月次Ｍ

ＢＳの発行状況等について積極的

に情報発信を行うとともに、新規投

資家や休眠投資家の取込みを企図

して積極的に個別投資家訪問を行

うなど投資家数の拡大に努めた結
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用補完方式の導入を図るなど、

市場関係者がＭＢＳの信用力

やキャッシュフローの分析を

適切に実施できるよう、そのニ

ーズ・意見を踏まえながら、Ｍ

ＢＳの発行の枠組みの見直し

を推進し、住宅ローン債権の買

取りに必要な資金を最も効率

的、かつ安定的に調達するよう

努める。 

により、効率的かつ安定的な資

金調達に努める。 

また、経済状況等を勘案しつ

つ、新たな信用補完方式につい

ても、引き続き検討する。 

果、平成 23 年４月には 5,143 億

円の大型起債を成功させ、平成 24

年３月には独法第一期中で最も低

い対国債スプレッドとなる 40bp

を実現した。 

 

・ 国債担保方式については、市場関

係者へのヒアリングを行い、市場関

係者は、足下の欧州債務危機問題等

の影響もあり引き続き慎重なスタ

ンスであったことを踏まえ、現行の

ＭＢＳ発行方式を継続した。 

② 機構が金融機関から住宅ロ

ーン債権の買取りの申請を受

けた日から仮承認の決定をす

るまでの標準処理期間を３日

とし、その期間内に案件の８割

以上を処理する。 

② 機構が金融機関から住宅ロ

ーン債権の買取りの申請を受

けた日から仮承認の決定をす

るまでの標準処理期間を３日

とし、その期間内に案件の８割

以上を処理する。 
S 

・ 経済対策に伴うフラット３５の大

幅な事業量増加にもかかわらず、事

前審査制度の活用による審査期間

の短縮化のほか、審査部門の人員を

増員することにより審査の早期化

に努めた結果、標準処理期間内に処

理した件数シェアは、目標の 80％

を大きく超える約９割（88.2％）

を標準処理期間内に処理し、平成

21 年度：84.2％、平成 22 年度：

86.1％に比べ処理率を増加させ

た。 

 

③ 買取型の証券化支援業務の

対象となる住宅ローンの商品

性については、資金の主要な調

達手段がＭＢＳの発行である

ことの特性を踏まえた上で、住

宅ローンに係る消費者の多様

なニーズに対応するよう、適宜

適切な見直しを行う。 

③ 住宅ローンに係る消費者の

多様なニーズに対応するため、

長期優良住宅及び優良住宅取

得支援制度に係る商品性の改

善を行うとともに、今後のニー

ズを想定した商品性改善の検

討を行う。また、金融機関、事

業者及び消費者のニーズを把

握して、事務手続の改善を行

う。 

A 

・ 金融機関、住宅事業者及び消費者

からの商品性改善要望を積極的に

収集し、次のとおり商品性の改善を

実施した。 

① 優良住宅取得支援制度の金利

引下げ幅拡大（フラット３５Ｓ

エコ） 

② 家賃返済特約付きフラット３

５の導入 

③ 融資の対象となる諸費用の拡

大及び債権買取代金の支払時期
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の拡大 

④ 保留地融資における担保要件

の緩和 

④ ＭＢＳ市場に参入する投資

家及び買取りの対象となる住

宅ローンを取り扱う金融機関

の範囲を拡大するため、投資家

及び金融機関のニーズを踏ま

え、ＭＢＳの発行の多様化に努

める。 

④ ＭＢＳ市場に参入する投資

家及び買取りの対象となる住

宅ローンを取り扱う金融機関

の範囲を拡大するため、ＴＢＡ

取引の前提となるＭＢＳクー

ポンの規格化について、市場環

境や市場関係者からの意見を

踏まえながら、導入について検

討を行う。 

A 

・ ＭＢＳクーポンの規格化及びＣＭ

Ｏについて、市場関係者にモニタリ

ングを行い、市場関係者は、現状で

は、時価発行に対応困難な投資家が

投資を見送る可能性があること、Ｃ

ＭＯに対する需要が十分には存在

しないことから、この時期の導入に

ついては慎重なスタンスであった

ため、導入を見送った。 

 

⑤ ＭＢＳ市場に参入する投資

家の範囲を拡大するため、ＭＢ

Ｓの発行方針及び発行計画、Ｍ

ＢＳの担保となる住宅ローン

債権に係る償還履歴情報等に

ついて、ホームページ等の多様

な手段により情報発信・広報活

動を行う。 

⑤ ＭＢＳ市場に参入する投資

家の範囲を維持・拡大するた

め、ホームページ及び情報ベン

ダーを通じ、ＭＢＳの裏付けと

なる住宅ローン債権に関する

融資種別等の属性分析の更新

情報等を定期的に情報提供す

る。また、投資家のニーズを踏

まえた情報の充実を図る。加え

て、投資家の認知度及び理解度

の向上を図るために、投資家を

個別に訪問し、丁寧な広報活動

を重ねるとともに、更なる情報

の充実を検討する。 

S 

・ 投資家向け説明会、ホームページ、

海外投資家向けビデオカンファレ

ンス等により情報提供を行った。 

 

・ 国内 229 社及び海外 19 社の投

資家に対するＩＲ訪問を行った。特

に中央の大手投資家から地方投資

家に至るまで月次ＭＢＳ記載状況

等の情報についてタイムリーに説

明を行うなど積極的にＩＲを行っ

た結果、地方投資家などの新規参入

が 30 社程度（平成 21 年度：７社

程度→平成 22 年度：22 社程度）

もあり、月次債の一起債当たりの購

入投資家数は、平均で 60 社を超え

る水準となった（東日本大震災直後

は 25 社程度）。 

 

・ 東日本大震災の影響で、一時、債

券市場は縮小し、投資家需要の減退

が顕著となったものの、震災により

悪化した投資家心理の回復が早か

ったことに加えて、震災後の裏付資
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産の状況や月次ＭＢＳの発行状況

等について積極的に情報発信を行

った結果、平成 23 年４月には

5,143 億円の大型発行を成功さ

せ、以降、安定した資金調達を実現

した。また、平成 24 年３月には独

法第一期中で最も低い対国債スプ

レッドである 40bp で発行条件を

決定するなど、住宅ローン債権の買

取りに係る提示金利の低下に寄与

した。 

⑥ 電子申請による事前審査の

実施など、証券化支援業務の手

続の電子化等を推進すること

により、消費者、住宅関連事業

者等の利便性の向上を図る。 

⑥ 消費者がフラット３５の利

用の可否の見込みをできるだ

け早期に知ることができるよ

うに、事前審査システムの利用

金融機関の増加及び事前審査

システムに係る金融機関の利

便性の向上を図ることにより

事前審査システムの活用を推

進する。 

A 

・ 平成 23 年度においては、新たに

22 機関が利用を開始し、利用機関

は 58 機関となった。 

 

・ 平成 23 年度における事前審査件

数は 93,735 件となり、買取（付

保 ） 申 請 全 体 に 対 す る 割 合 は

62.9％となった（平成 22 年度は

41.1％）。 

 

 ⑦ 相対的に低利な住宅ローン

の供給のため、①から⑥までの

取組以外の方策について検討

を行う。 

A 

・ フラット３５や賃貸住宅融資に係

るストックと今後一年度分の事業

を一体的にとらえて、ストックから

生ずる資金のズレを新規の資金調

達時に継続的に調整する仕組みを

導入するとともに（ストックベース

ＡＬＭ）、フラット３５及び賃貸住

宅融資の資金の過不足についても

一体的にとらえて、内部の資金を有

効に活用するため長期の勘定間融

通を行うことや、従来は直接融資の

みに用いていたマンションすま

い・る債による資金をフラット３５

においても活用するなど資金の効

率化を図った。 
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・ ＡＬＭ運営方針について、これま

で年１回策定していたが、事業量が

多いフラット３５及び賃貸住宅融

資に係るＡＬＭ運営方針について

は四半期ごとに見直すこととした。 

 

・ 賃貸住宅融資について、これまで

最長 20 年債による調達であった

が、機構初の 30 年債を発行した。 

 

・ キャンセル・スキームによる金利

スワップ取引を引き続き実施し、取

引コストが平成 21 年度買取分対

比で約 1.2bp（約 26 億円相当）

低下した。 

（３）保証型の証券化支援業務 

金融機関による相対的に低利

な長期・固定金利の住宅ローンの

安定的な供給を支援するため、特

定債務保証等の料率が可能な限

り低くなるよう、業務運営の効率

化等に努めるとともに、次に掲げ

る取組を推進する。 

① 住宅ローンの証券化に取り

組む金融機関による特定債務

保証の利用を促進するため、金

融機関の要望する様々な証券

化の枠組みに対応できるよう、

適宜適切な業務の仕組みの見

直しに努める。その際、中小金

融機関のニーズにも対応でき

るよう配慮する。 

 

② 住宅ローンに係る消費者の

多様なニーズに対応するため、

（３）保証型の証券化支援業務 

金融機関による相対的に低利

な長期・固定金利の住宅ローンの

安定的な供給を支援するため、特

定債務保証等の料率が可能な限

り低くなるよう、業務運営の効率

化等に努めるとともに、次に掲げ

る取組を推進する。 

① 複数の金融機関の住宅ロー

ン債権を一括して証券化する

マルチセラー方式に関し、ニー

ズを確認の上、対応できるよう

にする。 

 

 

 

 

 

② 住宅ローンに係る消費者や

金融機関の多様なニーズに対

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ マルチセラー方式については、市

場環境の悪化もあり、同方式でのＭ

ＢＳ発行のニーズが顕在化しなか

った。 

 

 

 

 

 

 

・ 優良住宅取得支援制度の金利引下

げ幅拡大（フラット３５Ｓエコ）を
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保証型の証券化支援業務の対

象となる住宅ローンについて、

適宜適切な見直しを行う。 

応するため、商品性の改善及び

事務の改善を進める。 

 

行った。 

 

２．住宅融資保険業務 

（１） 機構が保険金の支払の請求

を受けた日から保険金を支

払うまで（保険金を支払わな

い場合は、その決定をするま

で）の標準処理期間を 30 日

とし、その期間内に案件の８

割以上を処理する。 

 

（２） 保険金を支払った保険事故

に係る債権については、金融

機関と連携しながら積極的

な回収に取り組む。（その際

の目安として、保険金支払年

度の翌年度末までの回収実

績 率 の 年 度 ご と の 平 均 値

40％を達成するよう努め

る。） 

２．住宅融資保険業務 

（１） 機構が保険金の支払の請求

を受けた日から保険金を支

払うまで（保険金を支払わな

い場合は、その決定をするま

で）の標準処理期間を 30 日

とし、その期間内に案件の８

割以上を処理する。 

 

（２） 保険金を支払った保険事故

に係る債権については、金融

機関からの各債権別の回収

状況報告に基づき、債務者と

の分割弁済等の具体的な交

渉を実施させる等の対応方

針を策定の上、金融機関と連

携しながら積極的な回収に

取り組む。（その際の目安と

して、保険金支払年度の翌年

度末までの回収実績率の年

度ごとの平均値 40％を達成

するよう努める。） 

A 

 

・ 標準処理期間内に処理した件数は   

100％となった（546 件中 546

件）。 

 

 

 

 

 

・ 個別案件ごとに措置方針の進捗状 

況を管理し、金融機関と連携して回

収を行った結果、平成 22 年度に支

払った保険金について平成 23 年

度までの回収実績率が回収実績率

は 40.4％となった。 

※ 平成 19 年度：42.0％、平成

20 年度：40.8％、平成 21 年

度：37.5％、平成 22 年度：

43.0％ 

 

（３） 実績反映型保険料の的確な

運営及び保険料率のモニタ

リング態勢の整備を通じ、付

保割合等に応じた付保の基

準及び保険料率の設定に努

め、保険契約者である金融機

関のモラルハザードの防止

や住宅融資保険勘定におけ

る中長期的な収支の均衡を

確保する。 

（３） 融資保険料率の計量モデル

の高度化に取り組みつつ、当該

モデルによるモニタリング等

を通じ、実績反映型保険料の的

確な運営並びに付保割合等に

応じた付保の基準及び保険料

率の設定に努め、保険契約者で

ある金融機関のモラルハザー

ドの防止や住宅融資保険勘定

における中長期的な収支の均

A 

・ 融資保険料率算定モデルに足下の

実績を反映し計測の精度向上を図

るとともに、当該モデルを活用した

モニタリングを四半期毎に実施し、

実績反映型保険料制度における保

険料率の検証及び設定を行った。そ

の結果、平成 23 年度決算における

住宅融資保険勘定の当期総利益は

36 億円となり、収支の均衡を確保

した。 
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衡を確保する。 

（４） 住宅融資保険の付保の基準

等を定めるに当たっては、住

宅の質の確保・向上に配慮す

る。 

（４） 住宅ローン利用者や住宅事

業者による住宅の質の確認

手続を実施するとともに、チ

ラシ等を活用して機構が推

奨する技術仕様の周知を図

り、住宅融資保険による住宅

の質の確保・向上に配慮す

る。 

A 

・ 平成 23 年度においても、引き続

き、住宅事業者が「住宅建設チェッ

クリスト」及び「購入住宅チェック

リスト」に基づき、設計図面の確認

や購入物件の現地確認を行い、住宅

の規格、断熱構造、耐久性、劣化状

況等に問題がないことを確認する

とともに、同リストを融資実行時ま

でに金融機関へ提出することを付

保の要件とした。また、機構が住宅

融資保険を活用した住宅ローンに

関する利用者向けリーフレットを

作成し周知を行った。 

 

３．住情報提供業務 

（１） 業務や調査研究を通じて蓄

積した情報等を活用すると

ともに、良質な住宅の設計・

建設等のためのガイドライ

ンを策定し、消費者、住宅関

連事業者等に対して、以下の

情報提供を積極的に行う。 

① ホームページ、各種セミナー

等を通じて行う、金利タイプに

応じた特性等の住宅ローンに

関する情報提供 

② ホームページ、各種セミナ

ー、技術相談等を通じて行う、

良質な住宅の設計・建設等に関

する情報提供 

３．住情報提供業務 

 独立行政法人の事務・事業の見

直しの基本方針（平成 22 年 12

月７日閣議決定、以下「事務・事

業の見直しの基本方針」という。）

に沿って、７月末までを目途に順

次事業を廃止する。 

－ － － 

（２） 国、地方公共団体等の行う

良好な居住環境を整備する

ための施策に協力し、消費者

等に対する情報提供を実施

する。 

 

－ － － 
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（３） 消費者等からの住宅に関す

る相談に適切に対処するた

め、電話や面談等に的確に対

応し、消費者等へのサービス

の充実を図る。 

（４） 住情報提供業務に関するホ

ームページのアクセス件数

について、中期目標期間の最

終年度において年間 500 万

件以上を目指す。 

 

（５） セミナー等の参加者へのア

ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、

80％以上の者から肯定的な

評価を得る。 

 

－ － － 

４．住宅資金融通業務 

（１） 民業補完の趣旨を踏まえ、

一般の金融機関では融資を

行うことが困難で、かつ政策

的に重要度の高い次に掲げ

る融資について業務を行う。 

 

① 国民生活の安定を図るため

の、工事審査委託等の地方公共

団体との適切な連携を通じた、

災害により滅失又は被災した

住宅及び災害の防止・軽減に資

する住宅の建設等に必要な資

金の融資 

 

 

 

 

 

 

４．住宅資金融通業務 

（１） 民業補完の趣旨を踏まえ、

一般の金融機関では融資を

行うことが困難で、かつ政策

的に重要度の高いものにつ

いて、次のとおり業務を行

う。 

① 災害発生時における災害復

興住宅融資の実施に当たって

は、災害の規模や住宅への被害

状況などについて迅速な情報

収集により確認し、必要に応じ

て、相談窓口を設置するととも

に、記者発表やホームページに

よりその旨を速やかに周知す

る。 

また、災害復興住宅融資が円

滑に実施されるよう、工事審査

等を行う地方公共団体と適切

に連携する。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害復興住宅融資を次のとおり

実施した。 

・ 復興支援のため、災害復興住宅融

資の制度拡充等についてホームペ

ージ、地方公共団体やファイナンシ

ャルプランナーとの連携等により

周知を行うとともに、融資相談、融

資審査、返済相談等に適切に対応す

るため、仙台市等の地方公共団体等

が開設している住宅相談窓口にも

機構職員を派遣し、融資及び返済の

相談に対応した。また、仙台市等が

実施する防災集団移転促進事業に
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さらに、災害の防止・軽減に

資する住宅の建設等に必要な

資金の融資が円滑に実施され

るよう、ホームページ等を活用

した周知を行う。 

平成 23 年（2011 年）東

北地方太平洋沖地震について、

適時適切に対応することによ

り、災害り災者への支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関する説明会や個別相談会にも機

構職員を派遣し、融資及び返済の相

談に対応した。 

 

・ 地域にふさわしい良質で被災者が

取得可能な価格の住宅（地域型復興

住宅）の推進のため、岩手県、宮城

県及び福島県と各地域の住宅生産

者団体で構成する各県の地域型復

興住宅推進協議会と連携し、「地域

型復興住宅」の検討を行った。その

成果を冊子として取りまとめ、災害

復興住宅融資の制度概要や返済シ

ミュレーション等の情報を掲載す

ることにより、被災者の円滑な住宅

再建を支援した。冊子は地方公共団

体や住宅事業者等を通じて５万部

を配布した。 

 

・ 災害復興住宅融資の受付について

は、これまでは機構への借入申込書

の郵送による方法としていたが、本

震災の被害状況の大きさに鑑み、被

災地に代理店又は営業店のある金

融機関に対して融資業務への対応

を依頼する等、融資業務に関する連

携体制の強化を図った。 

 

・ 災害復興住宅融資の工事審査業務

を円滑に行うために、地方公共団体

に対してのみ業務を委託していた

が、民間の検査機関に対しても業務

を委託することとし、65 機関と工

事審査業務に係る委託契約を締結

し、業務を円滑に行えるよう工事審
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② 都市居住の再生・改善を図る

ための、合理的土地利用建築物

の建設等及びマンションの共

用部分の改良に必要な資金の

融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 子育て世帯及び高齢者世帯

の居住の安定化を図るための、

一定の居住面積やバリアフリ

ー性能を有するなど子育て世

帯及び高齢者世帯に適した賃

貸住宅の建設等並びに高齢者

住宅の改良等に必要な資金の

融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都市居住の再生・改善を図る

ため、合理的土地利用建築物の

建設等及びマンションの共用

部分の改良に必要な資金の融

資を行う。 

また、「住宅・不動産市場活

性化のための緊急対策」の一環

として拡充された対象事業に

対し、事業資金の調達円滑化を

支援することにより、住宅・不

動産市場の活性化と良好な市

街地環境の確保を図る。 

 

③ 子育て世帯及び高齢者世帯

の居住の安定化を図るため、一

定の居住面積やバリアフリー

性能を有するなど子育て世帯

及び高齢者世帯に適した賃貸

住宅の建設等並びに高齢者住

宅の改良等に必要な資金の融

資を行う。 

 ただし、事務・事業の見直し

の基本方針に沿って見直し（省

エネ性能の高い住宅の供給に

関連する融資事業の実施及び

査業務に関する研修等を実施した。 

 

・ 東日本大震災以外の災害融資につ

いても、災害発生時においては、災

害に関する情報収集を迅速に行っ

た後、災害復興住宅融資の受付を開

始するとともに、記者発表等による

対外周知、現地相談等の取組を実施

した。 

 

② 合理的土地利用建築物建設等融

資及びマンション共用部分改良融

資を実施するとともに、「独立行政

法人の事務・事業の見直しの基本方

針」を踏まえた制度改正内容の周知

等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 賃貸住宅融資を次のとおり実施

した。 

・ 子育て世帯及び高齢者世帯に適し

た賃貸住宅の建設等に必要な融資

を行うとともに、「独立行政法人の

事務・事業の見直しの基本方針」に

沿った制度の見直しを行い、サービ

ス付き高齢者向け住宅及び省エネ

性能の高い賃貸住宅に対する融資

を実施した。 
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④ 勤労者の計画的な財産形成

を促進するための、勤労者財産

形成促進法（昭和 46 年法律第

92 号）の規定による財形住宅

に係る融資 

高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成 13 年法律第

26 号）の改正により新たに創

設されるサービス付き高齢者

向け住宅について関連する融

資の実施）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 勤労者の計画的な財産形成

を促進するため、勤労者財産形

成促進法（昭和 46 年法律第

92 号）の規定による財形住宅

に係る融資を行う。 

・ 平成 21 年 10 月にバリアフリー

対応賃貸住宅融資に関し、融資条件

の確認が不十分である旨、会計検査

院から指摘を受けた事項について

は、融資条件を改め、平成 22 年

11 月に指摘の趣旨に沿った処置

を講じているとされ、その後、平成

23 年度の会計実地検査において、

一部適正とは認められない事態が

指摘され、平成 22 年度決算検査報

告において不当事項とされた（平成

23 年 11 月）ところであるが、本

事案については、当分科会として、

平成 23 年７月までに判明してい

た事実に基づき、平成 22 年度の業

務実績評価を「B」とし、評価済み

である。平成 23 年度の会計実地検

査の指摘を受け、全件調査を実施し

て再発防止策を策定したほか、平成

23 年 11 月に指摘を受けた貸付に

関係した職員の処分を実施してい

る。 

 

④ 財形住宅融資を実施するととも

に、財形融資における東日本大震災

の被災者向け特例措置について、記

者発表及びホームページにおいて

周知を行った。 

（２） 住宅の質の確保・向上を図

るために必要な事項に配慮

した措置を講ずるとともに

国及び地方公共団体が行う

良好な居住環境を整備する

ためのまちづくりその他の

必要な施策に協力しつつ、業

（２） 合理的土地利用建築物の建

設等に必要な資金の融資等

を通じて、国及び地方公共団

体が行う良好な居住環境を

整備するためのまちづくり

その他の必要な施策に協力

する。さらに、長期優良住宅

A 

・ マンション建替えに関するセミナ

ーやマンション居住者への融資相

談会などを地方公共団体等と連携

して開催した。 

 

・ 住宅資金融通業務については、勘

定内の他経理の資金を活用し、効率
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務に必要な資金を効率的に

調達して業務を実施する。ま

た、緊急性の高い災害復興に

係る融資以外は、財政融資資

金に依存しないこととする。 

の普及の促進等の住宅政策

上の課題に対応する。   

また、業務に必要な資金を

効率的に調達して業務を実施

する。 

なお、緊急性の高い災害復

興に係る融資以外は、財政融

資資金に依存しないこととす

る。 

的な調達を行ったほか、平成 24 年

度１月からストックベースＡＬＭ

の運用を開始し、ストックと今後一

年度分の事業を一体的にとらえる

だけではなく、フラット３５及び賃

貸住宅融資の資金の過不足につい

ても一体的にとらえて、内部資金を

有効に活用するため、長期の勘定間

融通を行うことや、従来は賃貸住宅

等の直接融資のみに用いていたマ

ンションすまい・る債による資金を

フラット 35 にも活用するなど資

金の効率化を図った。 

（３） 災害復興、災害予防等に係

る融資以外の業務について

は、次の融資の区分に応じ、

それぞれ機構が融資の申込

みを受けた日からその決定

をするまでの標準処理期間

を設定し、その期間内に案件

の８割以上を処理する。 

① マンション共用部分改良融

資 13 日 

② 子育て世帯向け賃貸住宅及

び高齢者世帯向け賃貸住宅融

資 45 日 

③ 高齢者住宅改良融資 14 日 

④ 財形住宅融資 14 日 

（３） 災害復興、災害予防等に係

る融資以外の業務について

は、次の融資の区分に応じ、

それぞれ機構が融資の申込

みを受けた日からその決定

をするまでの標準処理期間

を設定し、その期間内に案件

の８割以上を処理する。 

① マンション共用部分改良融

資 13 日 

② 子育て世帯向け賃貸住宅及

び高齢者世帯向け賃貸住宅融

資 45 日 

③ 高齢者住宅改良融資 14 日 

④ 財形住宅融資 14 日 

ただし、②については、事務・

事業の見直しの基本方針に沿っ

て見直しを行う。 

A 

・ それぞれの標準処理期間に処理を

した割合は次のとおりであり、全て

において中期計画に掲げる目標を

上回っている。 

① マンション共用部分改良融

資：93.8％ 

② 子育て世帯向け賃貸住宅融資

等：89.2％ 

③ 高齢者住宅改良融資：92.4％ 

④ 財形住宅融資：94.4％ 

 

 

（４） 平成 19 年３月 31 日まで

に住宅金融公庫法（昭和 25

年法律第 156 号）に基づき

申込みを受理した融資等に

（４） 平成 19 年３月 31 日まで

に住宅金融公庫法（昭和 25

年法律第 156 号）に基づき

申込みを受理した融資等に

A 

・ 住宅債券（つみたてくん）積立者

に係る経過措置分として融資を実

施（平成 23 年度：４件）するとと

もに、ホームページにて利用予定者
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ついても、廃止前の住宅金融

公庫法等の規定の例により、

適切に実施する。 

ついても、廃止前の住宅金融

公庫法等の規定の例により、

適切に実施する。 

への情報提供を行った。 

５．団体信用生命保険等業務 

（１） 証券化支援業務や住宅資金

融通業務の対象となる住宅

ローンの借入者が死亡した

場合等に相続人等に債務充

当・弁済の負担を負わせるこ

とのないよう、保険金等によ

り住宅ローンに係る債務を

充当・弁済する団体信用生命

保険等業務を行う。当該業務

を実施するに当たっては、業

務運営の一層の効率化に努

める。 

 

 

（２） 長期・固定金利の住宅ロー

ンに対応した安定的な制度

を構築・維持するため、必要

に応じ、保険料の料率の見直

し等を行う。 

５．団体信用生命保険等業務 

（１） 証券化支援業務や住宅資金

融通業務の対象となる住宅

ローンの借入者が死亡した

場合等に相続人等に債務充

当・弁済の負担を負わせるこ

とのないよう、保険金等によ

り住宅ローンに係る債務を

充当・弁済する団体信用生命

保険等業務を行う。当該業務

を実施するに当たっては、保

険料の請求・収納事務の見直

し等により業務運営の一層

の効率化に努める。 

 

（２） 長期・固定金利の住宅ロー

ンに対応した安定的な制度

を構築・維持するため、平成

21 年度に実施した保険料の

料率引上げによる影響につ

いてモニタリングを行う。 

A 

 

・ 団体信用生命保険に係る弁済事務

の一部を外部機関に委託し、業務の

効率化を図った。特に、東日本大震

災に対しては、特約料の払込猶予や

払込特約料の一時返戻の特例措置、

団信弁済の手続きの簡素化等の対

応を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成 21 年度に実施した保険料率

引上げの影響を財務面からモニタ

リングした結果、引上げ前の平成

20 年度と比較して事業収支が改

善されていることが確認された。 

 

団体信用生命保険等業務に

ついては、長期・固定金利の住

宅ローンに対応した安定的な

制度となるよう、第二期中期目

標期間において適切な業務運

営を行う必要がある。 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含

む。）、収支計画及び資金計画 
 

  

１．収支改善 

（１） 既往債権管理勘定について

は、既往の住宅ローン債権の

証券化等により調達した資

金を活用して財政融資資金

の繰上償還を実施し、中期目

標期間の最終年度までに所

要額が全て措置されること

１．収支改善 

（１） 既往債権管理勘定について

は、中期目標の達成に向け、

引き続き単年度収支の改善

を図る。 

また、損失の状況、処理方

法等については、ホームペー

ジ及びディスクロージャー誌

S 

 

・ 財政融資資金の繰上償還（補償金

なし）により、平成 20 年度以降、

貸付金と借入金との金利差が順ざ

やとなっていること、東日本大震災

に関連する貸倒引当金について被

害状況等の実態を詳細に調査し金

額を精査した結果、貸倒繰入金繰入

 

既往債権管理勘定について

は、平成 23 年度決算において

837 億円の当期総利益を計上

しており、引き続き繰越欠損金

の解消に向けて的確な債権管

理回収を進める必要がある。 
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を前提に、国からの補給金を

廃止できるよう単年度収支

の改善を図る。 

また、損失の状況、処理方

法等については、ホームペー

ジを通じて、機構の財務諸表、

リスク管理債権等に関する情

報を随時公開するとともに、

財政融資資金の繰上償還に関

する情報を官報により公表す

るよう措置する。 

 

（２） 既往債権管理勘定以外の勘

定については、証券化支援業

務等の適切な実施、業務運営

の効率化の推進等により、全

体として、中期目標期間の最

終年度までに単年度収支の

黒字化を達成する。 

 

 

 

 

（３） 証券会社との折衝等を通

じ、ＭＢＳの発行に要する引

受手数料等の経費を削減す

ることにより、業務に必要な

資金の調達コストの低減に

努める。 

 

 

 

２．繰越損失金の低減 

繰越損失金が発生している勘

定については、その発生要因、処

等を通じて、機構の財務諸表、

リスク管理債権、事業の実施

状況等に関する情報を随時公

開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 既往債権管理勘定以外の勘

定については、証券化支援業

務等の適切な実施、業務運営

の効率化の推進等により、全

体として、中期目標期間の最

終年度までに単年度収支の

黒字化の達成を目指して取

り組む。 

 

 

 

（３） 債券発行に要する経費を削

減することにより、業務に必

要な資金の調達コストの低

減に努める。 

 

 

 

 

 

２．繰越損失金の低減 

繰越損失金が発生している勘

定については、その発生要因、処

額が減少したこと等により、平成

23 年度の当期総利益は 837 億円

（平成 22 年度：当期総損失 169

億円）となった。この結果、平成

23 年度措置額をもって国からの

補給金を廃止した。また、リスク管

理債権、事業の実施状況、損失の状

況、処理方法等についてはディスク

ロージャー誌に掲載するとともに、

ホームページにも掲載している。 

 

 

・ 既往債権管理勘定以外の勘定（保

証協会承継業務に係るものを除

く。）の単年度収支は、当期総利益

453 億円を計上した。単年度収支

が改善したのは、住宅事業者等への

訪問等の広報活動によるフラット

３５及び優良住宅取得支援制度の

周知等の収益拡大のための取組や、

計画的な人員管理等の経費削減の

取組によるものである。 

 

・ ＭＢＳ引受手数料単価について、

平成 23 年度は平成 18 年度から

100 円当たり 7.5 銭の引き下げ

（平成 22 年度と同様の引受手数

料）とし資金調達コストの低減に努

めた。なお、コスト削減効果を試算

すると、7.5 銭の引き下げに伴い約

18.7 億円となった。  

 

・ 既往債権管理勘定以外の勘定（保

証協会承継業務経理に係るものを

除く。）の利益剰余金は 168 億円
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理方策及びスケジュールを明確

にし、既往債権管理勘定以外の勘

定全体で第二期中期目標期間の

最終年度までにその解消を目指

す。 

理方策及びスケジュールをディ

スクロージャー誌等に掲載して

公開するとともに、既往債権管理

勘定以外の勘定全体で第二期中

期目標期間の最終年度までにそ

の解消を目指し、着実に業務を執

行する。 

となった（平成 22 年度は 285 億

円の繰越損失金）。 

３．リスク管理の徹底 

（１） 機構の各部署において各種

リスクを的確に管理すると

ともに、これらを総合的に管

理する体制の整備等を通じ

て、リスク管理機能を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 信用リスクに適切に対応す

るため、融資先のデフォルト

率、住宅ローン債権の回収率

等のモニタリングを行い、そ

の結果を踏まえ、将来の損失

発生見通し、必要な信用リス

クプレミアムの水準等を計

測し、必要に応じ、買取型の

証券化支援業務に係る提示

金利又は保証型の証券化支

援業務に係る特定債務保証

等の料率の見直しを行う。 

 

 

３．リスク管理の徹底 

（１） 機構で発生するリスクを信

用リスク、市場リスク、流動

性リスク、オペレーショナル

リスク等に分類し、機構内に

設置するリスク管理委員会

等において各リスクの特性

に応じた管理を行うととも

に、モニタリングを通じて適

切な個別リスク管理を行い、

統合的リスク管理の実施に

向けた体制整備を行う。 

 

 

（２） 信用リスクに適切に対応す

るため、融資先のデフォルト

率、住宅ローン債権の回収率

等のモニタリング及び信用

リスク計量化手法の高度化

を図りつつ、将来の損失発生

見通し、必要な信用リスクプ

レミアムの水準等を計測す

ることにより、必要に応じ、

買取型の証券化支援業務に

係る提示金利又は保証型の

証券化支援業務に係る特定

債務保証等の料率の見直し

を行う。 

A 

 

・ 統合的リスク管理指標として、各

リスクに対するモニタリングを月

次、四半期、半期、年次ごとに実施

した。また、ＡＬＭリスク管理委員

会及び信用リスク管理委員会等を

適時適切に開催し、リスクの計量結

果や管理状況等を把握・評価した。

加えて、オペレーショナルリスクを

構成するリスクとして風評リスク

を追加し、定義、管理手法等を検討

し、風評リスク管理態勢を整備し

た。 

 

・ 与信ポートフォリオ管理システム

（デフォルト率や回収率等に基づ

き将来の損失見通し及び必要な信

用リスクプレミアムの水準を計測

するシステム）を活用し、四半期毎

に信用リスクのモニタリングを行

うとともに、モニタリング結果等を

総合的に勘案し、提示金利等を見直

した。 
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（３） 金利リスク及び流動性リス

クについては、住宅ローンの

融資と調達した資金の償還

期間等の整合性を適切に確

保するため、証券化や金利ス

ワップ取引を活用した金利

リスクのヘッジ等により、適

切なＡＬＭ(資産・負債総合管

理）を実施する。 

（３） 金利リスク及び流動性リス

クに適切に対応するために、

証券化、金利スワップ取引を

活用した金利リスクのヘッ

ジ及び多様な年限の住宅金

融支援機構債券(一般担保)の

組み合わせによる発行等に

より適切なＡＬＭ(資産・負債

総合管理）を実施する。 

・ 機構内部の資金を有効に活用する

ため、各勘定間の資金の過不足を把

握し、既往債権管理勘定等の余裕金

を証券化支援勘定の超過担保等に

係る資金調達の一部として融通し

た。また、流動性リスク管理態勢の

高度化を図るため、資金繰りの逼迫

度に応じた管理区分（平常時、警戒

時、危機時）を設定し、逼迫度区分

に応じた対応策を定めることなど

により、適切な流動性リスク管理を

実施した。 

 

・ 平成 23 年度第４四半期からスト

ックベースＡＬＭを開始し、フラッ

ト３５及び賃貸住宅融資について

ストック及びフロー１年を計測対

象として資金調達割合及びＡＬＭ

コストを算出した。 

（４） 既往債権管理勘定に係る債

権管理を適切に行い、適切な

方法により選定する債権回

収会社への委託等により、回

収率の改善やリスク管理債

権の処理を推進するととも

に、既往の住宅ローン債権の

証券化等により、財政融資資

金の着実な償還を行う。 

 

 

 

 

（５） 個人向けの住宅ローン債権

については、借入者の個別の

状況を踏まえつつ、的確な債

（４） 既往債権管理勘定に係る債

権管理を適切に行い、適切な

方法により選定する債権回

収会社への委託等により、回

収率の改善やリスク管理債

権の処理を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 個人向けの住宅ローン債権

については、返済相談等を通

じ延滞債権の新規の発生を

A 

・ 個人向け債権について、全額繰上  

償還請求を行った債権を債権回収

会社に委託し（平成 23 年度末の委

託 率 84.9 ％ （ 24,364 件 中

20,682 件））、個人向け住宅ロー

ン債権について、債権回収会社への

業務委託等により行った物件処分

による回収率は 70.2％となり、平

成 22 年度（68.4％）を上回った。

また、リスク管理債権額は21,852

億 円 と な り 、 平 成 22 年 度

（25,203 億円）から減少した。 

 

・ 個人向け住宅ローン債権について

は、返済相談の実施により借入者の

実情を考慮した返済計画の策定を
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権管理を行うことにより、延

滞債権を削減する。特に、長

期延滞債権については、担保

不動産の任意売却等により、

その削減に重点的に取り組

む。また、借入者の生活再建

の円滑化に向け、返済困難者

や被災者等の返済相談及び

返済条件の変更を適切に行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 事業者向けの債権について

は、継続的に各事業の財務内容

を把握するとともに、個別の管

理を強化することにより、延滞

債権を削減する。 

抑制するとともに、延滞債権

の処理を進める。特に長期延

滞債権については、担保不動

産の任意売却等により、その

削減に重点的に取り組む。ま

た、返済が困難になった借入

者に対して、中小企業者等に

対する金融の円滑化を図る

ための臨時措置に関する法

律（平成 21 年法律第 96 号）

の趣旨を踏まえ、積極的にき

め細やかな返済相談を行い、

返済条件の変更に的確かつ

柔軟に対応する。また、必要

な相談態勢の整備や実施状

況の定期的な開示及び報告

を行う。 

 平成 23 年（2011 年）東

北地方太平洋沖地震につい

て、適時適切に対応すること

により、災害り災者への支援

を行う。 

 

（６） 事業者向け債権について

は、延滞債権及び貸出条件緩

和債権の債務者の財務内容

を把握するとともに、大口貸

出先債権及び過去延滞債権

については、正常償還中であ

っても債務者の財務内容を

把握する。また、満３か月以

上の延滞債権について、個別

債権ごとに進捗管理を行う。 

返済が困難になった借入者

に対して、中小企業者等に対

行うほか、返済が困難な借入者につ

いて、任意売却等による回収を進め

るなどの取組により、「長期延滞＋

新規全額繰上償還請求発生」債権が

大幅に削減され、対前年度比で

19.3％の減少となった（平成 22

年度：26,179 件、平成 23 年度：

21,125 件）。また、金融円滑化法

の趣旨を踏まえ、返済が困難となっ

た借入者に対して、きめ細やかな返

済相談、返済条件の変更を実施し

た。 

※ 返済相談 平成 23 年度：

159,849 件（平成 22 年度：

155,696 件） 

※ 返済条件変更 平成 23 年

度：14,537 件（平成 22 年度：

24,713 件） 

 

 

 

 

 

・ 事業者向け債権については、延滞

債権及び貸出条件緩和債権に係る

債務者の財務内容を把握した。ま

た、正常償還中の大口貸出先債権に

ついては、対象範囲を拡大し、債務

者の財務内容を把握した。また、満

３か月以上の延滞債権については

個別債権ごとに状況把握のうえ措

置方針を決定し、進捗管理を行った

結果、満３か月以上の延滞債権、破

綻先債権等は、対前年度比で 3.3％

の減少となった（平成 22 年度末：
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する金融の円滑化を図るため

の臨時措置に関する法律の趣

旨を踏まえ、積極的にきめ細

やかな返済相談を行い、返済

条件の変更に的確かつ柔軟に

対応する。また、必要な相談

態勢の整備や実施状況の定期

的な開示及び報告を行う。 

平成 23 年（2011 年）東

北地方太平洋沖地震につい

て、適時適切に対応すること

により、災害り災者への支援

を行う。 

785 億円、平成 23 年度末：759

億円）。 

 

・ 上記のほか、東日本大震災の被災

者が抱える二重債務問題に適切に

対応するため、破産手続等の法的倒

産手続によらずに私的な債務整理

を行うための「個人債務者の私的整

理に関するガイドライン」を踏ま

え、独立行政法人住宅金融支援機構

業務方法書を改正（12 月）し、同

ガイドラインに基づき債務整理の

申出があった場合に、弁済の請求の

中止その他の適切な措置を講ずる

こととし、債務者の自助努力による

生活や事業の再建を支援する体制

を整備した。 

（７） 既往債権管理業務について

は、平成 18 年度末の住宅金

融公庫のリスク管理債権の

残高額について、新規の不良

債権発生額を抑制しつつ、中

期目標期間の最終年度まで

に 20％以上削減する。 

 

 

 

 

（８） 証券化支援業務について

は、中期目標期間の最終年度

末時点における買取債権残

高額に対するリスク管理債

権の残高額の比率を 1.5％以

内に抑制する。 

 

（７） 既往債権管理業務について

は、平成 18 年度末の住宅金

融公庫のリスク管理債権の

残高額について、新規の不良

債権発生額を抑制しつつ不

良債権の処理を促進し、今年

度末において 20％以上削減

することを目指して取り組

む。 

 

 

（８） 証券化支援業務について

は、的確な債権管理を行い、

今年度末時点における買取

債権残高額に対するリスク

管理債権の残高額の比率を

1.5％以内に抑制することを

目指して取り組む。 

A 

・ 返済相談の実施等により新規の不

良債権を抑制しつつ、不良化した債

権は債権回収会社への委託を活用

し、任意売却等による早期の処理に

よる削減を図った結果、平成 18 年

度末と比べて▲35.3％とし、中期

目標で掲げる目標値（▲20％）を

大きく上回った。 ※平成 18 年度

末：33,765 億円、平成 23 年度

末：21,852 億円 

 

・ 証券化支援業務のリスク管理債権

比率は 1.20％となった。 
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（９） 賃貸住宅融資業務について

は、中期目標期間の最終年度

末時点における証書貸付残

高額に対するリスク管理債

権の残高額の比率を 0.1％以

内に抑制する。 

（９） 賃貸住宅融資業務について

は、適切な融資審査及び的確

な債権管理を実施し、今年度

末時点における証書貸付残

高額に対するリスク管理債

権の残高額の比率を 0.1％以

内に抑制することを目指し

て取り組む。 

・ 賃貸住宅融資業務のリスク管理債

権比率は、①金融円滑化法を踏まえ

た条件緩和債権、②東日本大震災に

より物件が全壊した債権、③自己査

定基準の精緻化等によりリスク管

理債権に区分された債権の影響に

より、1.31％となった（これらの

影響を除いた比率は 0.06％とな

る。）。 

（10） 住宅ローン債権の回収業務

の委託先については、経営状

況等を適切に把握するとと

もに、万一委託先が破綻した

場合には、業務の引受けが円

滑に行われるよう事務処理

の整備等の体制構築を図る。 

（10） 住宅ローン債権の回収業務

の委託先に対しては、財務状

況、社会的信用、業務遂行能

力等について適切な審査を

行う。また、委託先の経営状

況のモニタリングを行い、万

一委託先が破綻した場合に

は、当該委託先が行っていた

業務の引受けが円滑に行わ

れるよう譲渡先の選定、移管

手順等の事務処理スキーム

の整備を行う等の体制構築

を図る。 

A 

・ 新規参入先（２機関）について、

財務状況等を確認し、委託先として

の適切性を審査した。また、既存委

託先（594 機関）については、決

算書、業務処理状況等を確認し、必

要に応じて信用調査を行い経営状

況をモニタリングした。 

 

・ 委託先の破綻を想定して業務の引

継方法を定めた事務処理マニュア

ルに沿って、対応要員の研修を実施

した。 

 

（11） 保証協会から承継した独立

行政法人福祉医療機構及び

沖縄振興開発金融公庫の住

宅ローン債権については、債

務の保証等を適切に実施す

る。 

（11） 独立行政法人福祉医療機構

及び沖縄振興開発金融公庫

の住宅ローン債権について

は、債務の保証を適切に実施

し、保証債務履行により発生

する求償権については、物件

の任意売却、競売等の回収手

段により着実に処理する。 

A 

・ 福祉医療機構及び沖縄振興開発金

融公庫から履行請求のあった債権

について保証債務を履行した。ま

た、求償権については、債権回収会

社への業務委託の活用等により回

収を図った。 

 

4．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

（１）予算 

別表１のとおり 

（２）収支計画 

4．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

（１）予算 

別表１のとおり 

（２）収支計画 

－ － － 
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別表２のとおり 

（３）資金計画 

別表３のとおり 

別表２のとおり 

（３）資金計画 

別表３のとおり 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

（１）短期借入金の限度額  

13,000 億円 

（２）想定される理由 

① 予見し難い事由による一時

的な資金の不足に対応するた

めの短期借入金  

② 機構が行う業務の円滑な実

施に資するための短期借入金 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

（１）短期借入金の限度額  

13,000 億円 

（２）想定される理由 

① 予見し難い事由による一時

的な資金の不足に対応するた

めの短期借入金  

② 機構が行う業務の円滑な実

施に資するための短期借入金 

－ － － 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計

画 

北五条宿舎（札幌市）、額新第

二宿舎（金沢市）の処分を計画 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保

に供しようとするときは、その計

画 

宿舎整理計画（平成 19 年度策

定）に基づき、残り１宿舎の売却

を進める。 

公庫総合運動場について、処分

に向けて準備を進める。 

また、事務・事業の見直しの基

本方針に基づき策定する見直し

計画に沿って宿舎等の処分に向

けて準備を進める。 

A 

・ 残り１宿舎（札幌市）について、

再度入札を実施し、平成 24 年２月

に売却を完了した。 

 

・ 公庫総合運動場について、鑑定評

価書を取得し、売却に向けた国への

認可申請のための協議等を行った。 

 

・ 「独立行政法人の主要な事務及び

事業の改廃に関する勧告の方向性」

等を勘案し資産見直しの検討を行

っている。 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生し

たときは、業務の充実、広報活動

の充実、職員の研修機会の充実等

に充てる。 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生し

たときは、業務の充実、広報活動

の充実、職員の研修機会の充実等

に充てる。 

－ － － 

Ⅶ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

Ⅶ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 
 

  

１．施設及び設備に関する計画 

該当なし 

１．施設及び設備に関する計画 

該当なし － － － 
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２．人事に関する計画 

（１） 業務運営の効率化により計

画的な人員の抑制を図り、中

期目標期間の最終年度まで

に常勤職員数について 10％

以上削減する。 

（参考）期初の常勤職員数     

1,049 人 

期末の常勤職員数

見込み 940 人 

 

（２） 人件費（退職手当等を除

く。）については、「簡素で

効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関す

る法律」（平成 18 年法律第

47 号）を踏まえ、平成 18

年度の住宅金融公庫の人件

費（機構が権利及び義務を承

継した保証協会に係る人件

費を含む。）を基準に、平成

19 年度から平成 22 年度ま

での４年間において、４％以

上の削減を行う。 

また、国家公務員の給与構

造改革を踏まえて、役職員の

給与について必要な見直しを

行う。 

さらに、「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針

2006」（平成 18 年７月７

日閣議決定）に基づき、国家

公務員の改革を踏まえ、人件

費改革を平成 23 年度まで継

続する。 

２．人事に関する計画 

（１） 中期目標に設定している数

値目標を達成するため、業務

運営の効率化により計画的

に人員の抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

（２） 人件費（退職手当等を除

く。）については、簡素で効

率的な政府を実現するため

の行政改革の推進に関する

法律（平成 18 年法律第 47

号）、独立行政法人整理合理

化計画（平成 19 年 12 月

24 日閣議決定）及び事務・

事業の見直しの基本方針を

踏まえ、中期計画の達成に向

け、削減を行う。 

A 

・ 退職者の見込みを踏まえて新規採  

用を抑制するなど計画的な人員抑

制を行った結果、平成 19 年度期首

と比べて▲10.1％とし、中期目標

で掲げる目標値（▲10％）を達成

した。 

※ 平成 19 年度期首：1,021 人 

平成 23 年度末： 918 人 

 

 

 

・ 計画的な人員管理及び給与の見直

しにより、平成 18 年度との比較に

おいて、人件費は 8,047 百万円（平

成 18 年度比：▲17.5％）となっ

た。また、給与体系の見直しを含む

人事・給与制度の導入（平成 24 年

度以降実施）、管理職手当ての支給

額の見直しを行った。 

 

・ 平成 23 年度のラスパイレス指数

については、年齢勘案で 125.1 ポ

イント、年齢・地域・学歴勘案で

112.8 ポイントとなり、平成 17

年度対比で前者は 9.9 ポイント、

後者は 13.2 ポイント低下した。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費については、平成 18

年度対比▲17.5％と中期計画

に掲げる目標値を大きく上回

る削減を実施している。 

 一方、ラスパイレス指数につ

いては、国家公務員の水準を上

回っていることから、平成２３

年度の検討結果を踏まえ、今後

講ずる措置に加えて、国家公務

員の給与改定に準じた引き下

げ措置についても確実に実施

し、さらに役職員の給与体系の

在り方について、国民の理解と

納得が得られるよう更なる改

善に抜本的に取り組む必要が

ある。 
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（３） 効果的な研修の実施等によ

る職員の専門性の向上を図

るとともに、業務の質・量に

対応した適正な人員配置を

機動的に行う。 

 

 

 

 

 

（４） 必要に応じ、多様な採用方

法、雇用形態を活用すること

により、証券化ローンの商品

企画・マーケティング、高度

なＡＬＭ（資産・負債総合管

理）、ＩＴ等、専門性が高い

業務に対応可能な能力を備

えた人材を確保する。 

（３） 職場内研修（ＯＪＴ）や職

場外研修の計画的な実施と

併せて、民間金融機関への研

修派遣により多様な業務を

経験させ、証券化市場等に通

じた専門性を有する人材を

育成するとともに、業務の

質・量に対応し、適正な人員

配置を機動的に行う。 

 

（４） 証券化ローンの商品企画・

マーケティング、高度なＡＬ

Ｍ（資産・負債総合管理）や

ＩＴ等、高度な専門性が求め

られる分野について、定期の

新卒採用にこだわらない多

様な採用の実施や、多様な雇

用形態等の活用により外部

専門家を確保する。 

A 

・ 証券化市場等に通じた専門性を有

する人材を育成するため、金融証券

関連専門講座、大学院、民間金融機

関への派遣等、計画的に職員向け研

修を実施した。専門能力の向上が期

待される職員に対しては、研修のみ

ならず、人材育成を意識した配置・

ローテーションを実施した。 

 

 

・ 民間金融機関からの出向等によ

り、リスク管理、アクチュアリー及

びＩＴ関係の高度な専門性を有す

る人材を３名確保した。 

 

３．積立金の使途 

保証協会から承継した資産に

係る積立金のうち、独立行政法人

住宅金融支援機構法施行令（平成

19 年政令第 30 号）附則第５条

第３項の規定に基づき主務大臣

の承認を受けた金額は、団体信用

生命保険等業務の運営の使途に

充てる。 

３．積立金の使途 

財団法人公庫住宅融資保証協

会から承継した資産に係る積立

金のうち、独立行政法人住宅金融

支援機構法施行令（平成 19 年政

令第 30 号）附則第５条第３項の

規定に基づき主務大臣の承認を

受けた金額は、団体信用生命保険

等業務の運営の使途に充てる。 

－ － － 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
ＳＳ：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 
Ｓ ：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 
Ａ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
Ｂ ：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
Ｃ ：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

・ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 
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・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 
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平成２３年度業務実績評価調書：住宅金融支援機構  
総合的な評定 

 
業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 

 
評点の分布状況（項目数合計：３３項目）                （３３項目） 

ＳＳ ０項目  
Ｓ ５項目  
Ａ ２8 項目  
Ｂ ０項目  
Ｃ ０項目  

 
 

総 合 評 価 
 
（法人の業務の実績） 

 
 国民生活にとって不可欠な基盤となる住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もっ

て国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとともに、自立的な経営を実現することをその基本目標と

している住宅金融支援機構の平成 23 年度における中期計画の実施状況は、以下の点を総合的に勘案すれ

ば、中期目標に対して着実な実施状況にある。 
 
 業務運営の効率化については、一般管理費について平成 18 年度から▲22.6％の削減を実施し、中期

目標に掲げる目標値（▲15％）を大きく上回ったほか、証券化支援業務及び直接融資業務の経費率につ

いて、ともに中期計画に掲げる目標値を達成した（証券化支援業務：目標 0.30％に対し実績 0.23％、

直接融資業務：目標 0.35％に対し実績 0.30％）。平成 23 年 5 月に機構職員が収賄罪で逮捕された事案

については、外部有識者３名を含む職員不祥事再発防止検討委員会を設置し、再発防止の取組を進めてい

る。 
 

 証券化支援業務については、機構が金融機関から住宅ローン債権の買取りの申請を受けた日から仮承認

の決定をするまでの標準処理期間（３日）内の処理件数のシェアについて、中期計画に掲げる目標値（８

割）を大きく上回った。また、積極的な IR 活動の結果、MBS 市場において地方投資家など 30 社程度の

新規参入があったほか、平成 24 年３月には独法第一期中で最も低い対国債スプレッドである 40bp で月

次債の発行条件を決定した。 

 

 住宅融資保険業務については、保険金支払いを標準処理期間内に処理するとともに、平成 22 年度に保

険金を支払った保険事故に係る債権の平成 23 年度における回収実績についても、中期計画に掲げる目安

である 40％を上回った。 

 

 住宅資金融通業務については、東日本大震災への対応として、災害復興住宅融資の制度拡充等について

周知を行うとともに、融資相談等に適切に対応するため、地方公共団体等が開設している住宅相談窓口に

も職員を派遣した。会計検査院の平成 22 年度決算検査報告において不当事項とされた事案については、

全件調査を行った上で再発防止策を策定し、取組を行っている。 

 

 団体信用生命保険等業務については、弁済事務の一部を外部機関に委託し、業務の効率化を図った。特

に、東日本大震災に対しては、特約料の払込猶予や払込特約料の一時返戻の特例措置、団信弁済の手続き

の簡素化等の対応を実施した。 

 

収支の改善については、既往債権管理勘定において平成 23 年度決算で 837 億円の当期総利益を計上

し、同年度をもって国からの補給金を廃止した。また、既往債権管理勘定以外の勘定（保証協会承継業務



 

33 

 

に係るものを除く。）についても、中期目標に掲げる「中期目標期間の最終年度までに単年度収支の黒字

化を達成」との目標を達成した。 

 

その他業務運営に関する事項については、常勤職員数について平成 19 年度期首から▲10.1％の削減

を実施し、中期目標に掲げる目標値（▲10％）を達成した。また、人件費については、平成 18 年度か

ら▲17.5％の削減を実施し、中期目標に掲げる目標値を大きく上回った。 

 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）への対応につい

ては、証券化支援業務に係る出資金の国庫納付（219 億円）、賃貸住宅融資に係る業務の見直し、住情報

提供業務の廃止等、適切な対応を行っている。 

 

（課題・改善点、業務運営に対する意見等） 

 

・ 競争性のない随意契約については、件数・金額とも随意契約等見直し計画に掲げる目標を達成してお

り、業務の性質上やむを得ないものに限られていると認められる。引き続き、契約監視委員会による随

意契約等の点検・見直しを行い、随意契約等見直し計画を着実に実施する必要がある。 

 

・ 平成 23 年５月に機構職員が収賄罪で逮捕されたことを踏まえ、職員不祥事再発防止委員会を設置し、

再発防止の取組を進めているが、今後も再発防止のためのコンプライアンスの取組について、点検・検

証を行い、必要に応じて、随時、取組方策の見直しを行うべきである。 

 

・ 団体信用生命保険等業務については、長期・固定金利の住宅ローンに対応した安定的な制度となるよ

う、第二期中期目標期間において適切な業務運営を行う必要がある。 

 

・ 既往債権管理勘定については、平成 23 年度決算において 837 億円の当期総利益を計上しており、

引き続き繰越欠損金の解消に向けて的確な債権管理回収を進める必要がある。 

 

・ 人件費については、平成 18 年度対比▲17.5％と中期計画に掲げる目標値を大きく上回る削減を実

施している。一方、ラスパイレス指数については、国家公務員の水準を上回っていることから、平成２

３年度の検討結果を踏まえ、今後講ずる措置に加えて、国家公務員の給与改定に準じた引き下げ措置に

ついても確実に実施し、さらに役職員の給与体系の在り方について、国民の理解と納得が得られるよう

更なる改善に抜本的に取り組む必要がある。 

 

（その他推奨事例等） 

 

平成 22 年度に引き続き、ＣＳ（顧客満足）の向上を目的としてＣＳアンケート調査や経営層からのメ

ッセージ発信等を行っており、業務改善への前向きな取組姿勢が認められる。 

 

 
総合評定 

（SS , S , A , B , C の５段階） 

 

Ａ   

 

（評定理由） 

 

評定の分布状況からして、ほとんどの項目において、中期目標に

対して着実な実施状況にあると認められるため。 

 

 



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

１　政府方針等
○　「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」（平成22年12月7日閣議決
定。以下「基本方針」という。）で個別に措置
を講ずべきとされた事項等で、平成23年度
において取り組むこととされている事項につ
いての法人の取組。

○証券化支援事業に係るＡＬＭリスク対応出資金113億円及び金利変動準備基金
106億円については、平成24年３月16日に国庫納付済みである。
○住宅融資保険事業について、平成23年10月20日に「高齢者の居住の安定確保
に関する法律等の一部を改正する法律」（平成23年法律第32号）が施行されたこ
とを受けて、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金についての民間金融機関
のリバースモーゲージを付保対象としている。
○住宅資金貸付事業に係る賃貸住宅融資について、証券化支援事業において特
に取得促進を行っている省エネ性能の高い住宅の供給に関連する賃貸住宅への
融資事業に限り、民間の代替が可能となるまでの措置として行っている。
○住宅資金貸付事業に係る賃貸住宅融資について、平成23年10月20日に「高齢
者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことを
受けて、同年11月７日からサービス付き高齢者向け住宅として登録された賃貸住
宅への融資業務を実施している。
○住情報提供事業について、住まいづくりに関する情報サイトを除き、平成23年３月
末に廃止し、当該情報サイトについては、平成23年７月26日に廃止した。

　平成23年度において取り組むこととされている
事項については、適切に取組がなされている。
　今後、平成24年度において取り組むこととさ
れている事項についても、適切に取り組む必要
がある。

○　政独委が国土交通大臣に通知した勧
告の方向性のうち、平成23年度において取
り組むこととされている事項についての法人
の取組。

該当なし 該当なし

1/11



政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　公益法人等に対する会費の支出につい
て、「独立行政法人が支出する会費の見直
しについて」（平成24年3月23日行政改革
実行本部決定）で示された観点を踏まえた
見直し。

  公益法人等に対する会費の支出については、「独立行政法人が支出する会費の
見直しについて」（平成24年３月23日行政改革実行本部決定）で示された観点を
踏まえ、次のとおり、機構内における「公益法人等の会費の支出に関する基本的な
考え方」を策定し、厳格に対応することとした。
○公益法人等への会費の支出については、ゼロベースで見直し、原則として行わな
い。
○会費を支出しようとするときは、機構の業務遂行のため、真に必要性があるか、ま
た支出に見合った便益が与えられているか等を厳格に精査したうえ、これを認める
ものとする。
○会費を支出する場合であっても、１法人あたりの支出は、原則として１口かつ20万
円を上限とする。
○今後、公益法人等に対して会費（年10万円未満のものを除く。）を支出した場合
は、四半期ごとに支出先、名目・趣旨、支払金額等の事項について公表を行う。

　なお、平成24年度における公益法人等への会費の支出については、上記の見直
しの趣旨を踏まえ、再度、内容の精査を行い、会費支出の取り止めや、支出する場
合でも１口のみの支出とする見直しを行った。

　公益法人等に対する会費の支出については、
「独立行政法人が支出する会費の見直しにつ
いて」（平成24年３月23日行政改革実行本部
決定）の趣旨を踏まえ、見直しが進められてい
る。
　今後、同決定に沿って、会費支出の公表を適
切に進めていく必要がある。

２　財務状況

（１）当期総利益（又は当期総損失）
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　当期総利益（又は当期総損失）の発生
要因が明らかにされているか。また、当期総
利益（又は当期総損失）の発生要因の分析
を行った上で、当該要因が法人の業務運営
に問題等があることによるものか。

　当期総利益の発生要因については、業務実績報告書等において明らかにしてい
る。各勘定の状況は以下のとおりである。
○証券化支援勘定
　証券化支援勘定は、債権譲受業務経理（買取型）と債務保証等業務経理（保証
型）により構成されている。
　債権譲受業務経理については、買取債権残高が積み上がり、買取債権利息等の
経常収益が増加したこと等により、当期総利益326億円を計上した。
○住宅融資保険勘定
　保険契約の増加等により、当期総利益36億円を計上した。
○財形住宅資金貸付勘定
　東日本大震災に関連する貸倒引当金について実態を踏まえた金額を計上した結
果、貸倒引当金戻入額を計上したこと等により、当期総利益69億円を計上した。
○住宅資金貸付等勘定
　住宅資金貸付等勘定は、住宅資金貸付等業務経理と保証協会承継業務経理に
より構成されている。
　住宅資金貸付等業務経理については、貸付金残高の積み上がりにより貸付金利
息は増加したものの、自己査定基準の見直しによる貸倒引当金繰入額の増加等に
より、当期総利益10億円を計上した。
　保証協会承継業務経理については、求償債権の処理が進んだ結果、貸倒引当
金戻入額を計上したこと等により、経常損失は72億円に減少し、団体信用生命保
険等業務の運営に充てるために目的積立金99億円を取り崩した結果、当期総利
益34億円を計上した。
○既往債権管理勘定
　東日本大震災に関連する貸倒引当金について、被害状況等の実態を詳細に調
査し金額を精査したこと及び不良債権の処理が進んだこと等による貸倒引当金繰
入額の減等により、当期総利益837億円を計上した。

　当期総利益の発生要因については、機構の
業務実績報告書等において明らかにされてい
る。
　また、その要因については左記のとおりであり、
機構の業務運営に問題等があることによるもの
ではないと認められる。

（２）利益剰余金（又は繰越欠損金）
○　利益剰余金が計上されている場合、国
民生活及び社会経済の安定等の公共上の
見地から実施されることが必要な業務を遂
行するという法人の性格に照らし過大な利
益となっていないか。

　第一期中期目標期間終了時の利益剰余金については、住宅金融支援機構法
（平成17年法律第82号）第18条第１項・第２項に基づき、以下のとおり処分を行っ
た。
○住宅資金貸付等勘定の利益剰余金については、顧客から徴収した特約料を将
来の保険料支払いのために積み立てているものであるため、主務大臣の承認を受
けて、全額を次期中期目標期間における業務の財源に充てることとしている。
○財形住宅資金貸付勘定の利益剰余金については、主務大臣の承認を受けて、
将来のリスク対応に必要な金額を次期中期目標期間における積立金として整理し、
残余を国庫納付済みである。
○住宅融資保険勘定の利益剰余金については、全額を国庫納付済みである。

　利益剰余金については、法に基づき適切に処
分が実施されており、法人の性格に照らし過大
な利益となっているものではないと認められる。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　繰越欠損金が計上されている場合、そ
の解消計画の妥当性。当該計画が策定さ
れていない場合、未策定の理由の妥当性
（既に過年度において繰越欠損金の解消計
画が策定されている場合の、同計画の見直
しの必要性又は見直し後の計画の妥当性を
含む）。
　さらに、当該計画に従い解消が進んでいる
かどうか。

　第二期中期目標期間の最終年度までに繰越欠損金を解消することとしている既
往債権管理勘定以外の勘定（保証協会承継業務経理に係るものを除く。）について
は、平成23年度の利益剰余金の金額が168億円となった。なお、既往債権管理勘
定については、財政融資資金の繰上償還を実施したことにより、貸付金と借入金と
の金利差が順ざやとなっており、平成23年度には当期総利益837億円を計上し、
繰越欠損金の金額は6,158億円となった。

　既往債権管理勘定以外の勘定（保証協会承
継業務経理に係るものを除く。）については、計
画どおり繰越欠損金の解消が進んでいるものと
認められる。なお、既往債権管理勘定について
は、平成23年度決算において837億円の当期
総利益を計上しており、引き続き繰越欠損金の
解消に向けて的確な債権管理回収を進める必
要がある。

（３）運営費交付金債務
○　当該年度に交付された運営費交付金
の当該年度における未執行率が高い場合
において、運営費交付金が未執行となって
いる理由が明らかにされているか。

該当なし 該当なし

○　運営費交付金債務（運営費交付金の
未執行）と業務運営との関係についての分
析。

該当なし 該当なし

３　保有資産の管理・運用等

（１）保有資産全般の見直し

ア　実物資産
○　職員宿舎について、「独立行政法人の
職員宿舎の見直し計画」（平成24年４月3
日行政改革実行本部決定）で示された方
針等を踏まえた見直し。

　「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成24年４月３日行政改革実行本
部決定）で示された方針等を踏まえ、宿舎の見直し・削減のための具体的な実施計
画を策定し、年内に公表を行うこととする。

　「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」
（平成24年４月３日行政改革実行本部決定）で
示された方針等を踏まえ、年内に具体的な削
減計画を策定し、公表する必要がある。

○　基本方針において既に個別に措置を講
ずべきとされた施設等以外の建物、土地等
における、ⅰ）利用実態の把握状況、Ⅱ）利
用実態を踏まえた保有の必要性等の検証
状況。（未利用又は利用の程度が低い資産
関係）

　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決
定）を踏まえ、平成22年度において、保有事務所等について、①法人の任務・設置
目的との整合性、②資産規模の適切性、③現在の立地の必要性、④資産の利用
度、⑤経済合理性の観点から、保有及び借上げの妥当性の検証を行ったうえで、
「国家公務員宿舎削減計画」等を勘案し、資産見直しの検討を行った。
　今後、宿舎の見直し・削減のための具体的な実施計画の策定にあわせて、保有
事務所等も含めた見直し計画を今年中に作成する予定である。

　平成22年度に行った保有及び借上げの妥当
性に係る検証作業を踏まえ、保有事務所等も
含めた見直し計画を今年中に作成する必要が
ある。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

イ　金融資産

○　いわゆる溜まり金の精査における、次の
ような運営費交付金債務と欠損金等との相
殺状況に着目した洗い出し状況。
ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当てす
べき欠損金と運営費交付金債務が相殺さ
れているもの。
ⅱ）当期総利益が資産評価損等キャッ
シュ・フローを伴わない費用と相殺されてい
るもの。

該当なし 該当なし

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、法人に
おける保有の必要性の検討状況。 該当なし 該当なし

○　検討の結果、知的財産の整理等を行う
ことになった場合は、その法人の取組状況
や進捗状況等。 該当なし 該当なし

（２）資産の運用・管理

ア　実物資産

○　活用状況等が不十分な場合は、原因
が明らかにされているか。その妥当性。

　宿舎については、処分が確定している宿舎を除いて入居率88.2％と９割近い入居
率を維持している。また、各事務所については、証券化支援業務等の業務を実施
するために活用している。

　各施設の活用状況は十分であるものと認めら
れる。

○　実物資産の管理の効率化及び自己収
入の向上に係る法人の取組。

　本店ビル、各支店事務所、宿舎について、管理業務のアウトソーシングを行い、効
率化を図っている。

　アウトソーシングによる管理効率化の取組が適
切になされているものと認められる。

イ　金融資産

a）資金の運用
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　事業用金融資金の管理・運用に関する
基本方針の策定状況及び委託先の選定・
評価に関する規定状況。

　各年度において、市場リスク、運用先等信用リスク及び流動性リスクを管理するた
めにＡＬＭ運営方針を策定し、これに則って管理・運用を行っている。なお、同方針
については役員会等に付議している。

　各年度においてリスクに係る運営方針を策定
し、これに沿った適切な資金の管理・運用が行
われているものと認められる。

○　運用委託先の評価の実施状況及び定
期的見直しの状況。 該当なし 該当なし

○　資金管理機関への委託業務に関する
管理・監督状況。 該当なし 該当なし

b)　債権の管理等
○　貸付金、未収金等の債権について、回
収計画が策定されているか。回収計画が策
定されていない場合、その理由の妥当性。

○　回収計画の実施状況。ⅰ）貸倒懸念債
権・破産更生債権等の金額やその貸付金
等残高に占める割合が増加している場合、
ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分析
を行っているか。

○　回収状況等を踏まえ回収計画の見直し
の必要性等の検討が行われているか。

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、特許出
願や知的財産活用に関する方針の策定状
況や体制の整備状況。

該当なし 該当なし

○　実施許諾等に至っていない知的財産の
活用を推進するための取組。 該当なし 該当なし

　第一期中期計画において、各勘定におけるリスク管理債権の削減及び抑制に係
る目標を定めている。各勘定の状況は以下のとおりである。
○既往債権管理勘定におけるリスク管理債権の残高は、平成18年度末と比べて▲
35.3％となり、中期目標に掲げる目標値（▲20％）を大きく上回った。
○証券化支援業務におけるリスク管理債権の比率は1.20％となり、中期目標に掲
げる目標値（▲1.5％）を達成した。
○賃貸住宅融資業務におけるリスク管理債権の比率は、①金融円滑化法を踏まえ
た条件緩和債権、②東日本大震災により物件が全壊した債権、③自己査定基準の
精緻化等によりリスク管理債権に区分された債権の影響により、1.31％となった（中
期目標に掲げる目標値は0.1％であるが、①～③の影響を除いた比率は0.06％とな
る。）。

　中期計画に掲げる目標に対し、着実な取組が
なされているものと認められる。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

４　人件費管理

（１）　総人件費

○　取組開始からの経過年数に応じ取組が
順調であるかどうかについて、法人の取組の
適切性。また、今後、削減目標の達成に向
け法人の取組を促すものとなっているか。

業務実績評価調書本文（Ⅶ－２　人事に関する計画）参照。 同左

（２）　その他

○　法人の福利厚生費について、法人の事
務・事業の公共性、業務運営の効率性及び
国民の信頼確保の観点から、必要な見直し
が行われているか。

　法定福利厚生費のうち健康保険料については、住宅金融支援機構健康保険組
合において、事業主と被保険者の負担割合を６：４としていたが、当健康保険組合
において見直しを行い、平成23年４月の保険料納付分から負担割合を５：５とした。

　平成23年度においては、健康保険料の負担
割合の見直しを行っており、必要な見直しを
行っているものと認められる。

５　契約

（１） 契約に係る規程類、体制
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　契約方式等、契約に係る規程類につい
て、整備内容や運用の適切性等。

(1) 国の基準との整合性
 平成19年度から、随意契約の基準、契約情報の公表に係る基準、包括的随意契
約条項、指名競争入札限度額に関する基準は、国と同基準とし、平成23年度にお
いても、引き続き適正に実施した。
(2) 契約に係る審査に関する内部牽制
  平成19年度から、契約に係る審査を次のとおり実施し、内部牽制を有効に機能さ
せる枠組みを平成23年度においても、引き続き実施した。
①業務担当部署が契約内容の実施に係る支出決議書を起案する（業務担当部署
内決議時のセルフチェック）。また、支出決議書には、契約方法（競争入札、企画競
争、公募、競争性のない随意契約）及びその理由を記載する。
②業務担当部署が契約担当部署への合議を行う（契約担当部署による契約方法
等の審査）。
③予定価格が10万ＳＤＲ（平成23年度は1,500万円）以上の契約担当役名契約の
場合には、契約審査委員会による審査を実施する。
④上記①から③の手続を適正に実施した後に、調達手続を行う。
(3) 契約事務に対する管理体制の強化
 平成20年度に、財務企画部内への会計事務管理室の設置及び会計事務管理室
長の配置により強化した契約事務に対する管理体制を、平成23年度においても、
引き続き実施した。
(4) 機構ホームページへの掲載
 平成19年度から、随意契約の基準等の契約方法に関する定め及び契約情報につ
いて、次のとおり機構ホームページに公表しており、平成23年度においても、引き続
き実施し、透明性を確保した。
①契約方法に関する定め（会計規程及び会計実施細則（契約関係））
②一定額（国の基準と同一）以上の契約情報について、半月毎（月２回）に個別案
件ごとに公表
  また、平成23年７月から、「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表につい
て」（平成23年６月３日付け内閣官房行政改革推進室長名事務連絡）に基づき、
機構の役員等を経験した者が再就職しているなど、一定の要件に該当する契約先
について、機構ＯＢの再就職状況に係る情報及び機構との取引に係る情報を併せ
て公表しており、一層の契約の透明性を確保している。

　契約に係る規程類については、国と同基準と
しており、またその運用についても、各部署にお
いて内部牽制を行う仕組みが整備されているも
のと認められる。
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　契約事務手続に係る執行体制や審査
体制について、整備・執行等の適切性等。

(1) 契約監視委員会での点検・見直し
  「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議
決定）に基づき設置した外部有識者４名及び監事２名で構成する「契約監視委員
会」により、平成23年度契約（契約日が12月末まで。契約日が１～３月分は平成24
年６月に点検）における「競争性のない随意契約」及び「競争入札等における一者
応札・一者応募」の点検を実施した。
 また、当機構独自の審議事項として、平成23年度契約（契約日が12月末まで）に
おける「契約方法が一般競争入札（総合評価方式）、企画競争、公募」による契約
の点検を実施した。
(2) 契約審査委員会の審議
 平成23年度においても、機構独自の取り組みとして、契約の透明性、公正性を確
保するため、契約審査委員会を設置し、予定価格が10万ＳＤＲ（平成23年度は
1,500万円）以上の契約担当役名の調達等契約について、契約相手方の選定方
法等の審査を行った。当委員会の委員長には、契約の予定価格に応じて、理事長
代理、理事又は審議役を充てている。
(3) 資金調達業務検討委員会の審議
 平成23年度においても、資金調達業務等における取引先選定の透明性、客観性
を確保するため、理事長代理を委員長とする資金調達業務検討委員会を設置し、
取引先の選定方法等の審議を行った。
(4) 監査部監査
 平成23年度においても、業務監査の一環として入札案件及び随意契約案件につ
いて、監査部による監査を実施した。
(5) 会計監査人監査
 財務諸表監査の枠内で、随意契約による取引が財務諸表に重要な影響を及ぼす
事項について、会計監査人による確認を受けた。
 平成23年度決算における会計監査人による指摘事項はなかった。
    上記のほか、監事による書面監査を受けたところ、平成23年度の被監査案件は
すべて適正な契約が締結されていると判断された。

　外部有識者４名及び監事２名で構成する契
約監視委員会において契約の点検を実施して
いるほか、機構独自の取組として契約審査委員
会を設置して契約の審査を行うなど、審査体制
が整備されているものと認められる。

（２）　随意契約見直し計画

○　「随意契約見直し計画」の実施・進捗状
況や目標達成に向けた具体的取組。

業務実績評価調書本文（Ⅰ-４．入札及び契約の適正化）参照。 同左

（３）　個々の契約

○　個々の契約の競争性・透明性の確保。 同上 同上

６　内部統制
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　内部統制の充実・強化に向けた法人の
長の取組。監事監査結果への対応。内部
統制の充実・強化に関する法人・監事の積
極的な取組。

業務実績評価調書本文（Ⅰ-５．業務の点検）参照。 同左

７　関連法人

○　法人の特定の業務を独占的に受託して
いる関連法人について、当該法人と関連法
人との関係が具体的に明らかにされている
か。
　当該関連法人との業務委託の妥当性。

　特定関連会社、関連公益法人等との契約は、競争性のない随意契約である次の
１件を除き、すべて競争性のある契約であった。
・（株）住宅債権管理回収機構との随意契約は、旧保証協会が平成16年12月24
日付け契約に基づき委託した求償債権の管理回収に係る「債権管理回収業務委
託契約（（株）住宅債権管理回収機構への手数料は、回収実績に応じた支払い）」
の継続契約である。なお、本契約は平成24年度末を目途に競争性のない随意契
約を終了する予定である。

　関連法人との契約については、左記の１件を
除きすべて競争性のある契約であり、業務委託
の必要性や契約金額の妥当性が認められる。

○　関連法人に対する出資、出えん、負担
金等について、法人の政策目的を踏まえた
出資等の必要性。 該当なし 該当なし

８　業務改善のための役職員のイニシアティブ
　等についての評価
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

○　自然災害等に関係するリスクへの対応
について、法令や国等からの指示・要請に
基づくもののほか、法人独自の取組。

　機構においては、独立行政法人の公共的見地及び災害発生時における国民への
サービスの低下防止の観点から、首都圏直下型地震を想定災害としたＢＣＰを平成
20年度に策定している。
　平成23年度においては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の経験を
踏まえ、ＢＣＰの実効性を高めるべく、次のとおり取組を行った。
①平成23年度における取組内容は次のとおり。
・全職員向け初動対応に係る研修の実施
・初期対応、災害対策本部設置及び各優先業務における机上訓練を一体的に実
施する災害対策本部設置・運営訓練の実施
・証券化システムのバックアップセンターの設置作業開始
・避難訓練の実施
・帰宅難民の受入れ訓練の実施
②平成23年度の取組及び東日本大震災で得た経験を踏まえ、ＢＣＰの見直しを
行った。主な変更点は次のとおり。
・参集体制の見直し（優先業務を担当しない部署の職員でかつ事務所近辺に居住
する職員を参集要員に指定。
・各優先業務ごとの権限委譲体制の明確化
・一斉帰宅による混乱防止の観点から職員の帰宅を制限できる旨変更

　大規模災害への対応として平成20年度に策
定したBCPについて、東日本大震災の経験を踏
まえた見直しを行うなど、適切な取組がなされ
ているものと認められる。
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